
議案第 ３２ 号 

 

字の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

当市の区域内の字を別紙のとおり変更し、土地改良法（昭和２４年法律第 

１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条第４項の規

定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行するものとする。 

 

              平成３１年 ３ 月 １ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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別紙（変更調書）

町(大字) 字 地　　　　　　　番 町(大字) 字

中之口 　 ５６から６２までの各一部 小古津新 　
小古津新 境浦 １０３９の一部、２４２２の一部、２４２３の１の一部、

２４２３の３の一部、２４２４、２４９１の１、
２４９１の４、２４９２の１、２４９２の３、２４９３、
２４９４の１、２４９４の４、２４９５、２４９６、
２４９７の１、２４９７の３、２５００の１、
２５００の３、２５０１、２５０２、２５０３の１、
２５０３の２、２５０３の４、２５０４の１、
２５０４の３、２５０４の４、２５０５の１から
２５０５の３まで、２５０６の１の一部、
２５０７の１の一部、２５０８の１の一部、
２５１０の１の一部、２５１０の３、２５１１の１、
２５１１の３、２５１２の１、２５１２の３、
２５１３の１から２５１３の３まで

及び当該変更に伴う公有地を含む

【備考】
　・変更後は、大字名のみになります。
　・地番は、換地処分により新たな地番となります。

変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　更　後
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字変更を必要とした理由 

 

 

 

 下記土地改良事業の施行により、当市の区域内の字を変更し整理するもの

である。 

 

 

 

記 

 

 

１．事  業  名   経営体育成基盤整備事業 

 

２．事 業 主 体   新 潟 県 

 

３．地  区  名   小 吉 地 区 

 

４．換地処分予定年月  平成３１年 ８ 月 
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新潟市西蒲区中之口 

小古津新 

燕市 

 
字  の  区  域  変  更  略  図 

縮尺 1：5000 

上
越

新
幹

線
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新 境 界

旧 境 界

は　　ん　　例

町 字 町 字
① 小古津新 境浦
② 中之口 －

番
号

変更前 変更後

小古津新 -

凡   例 

変更前の境界 
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